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○酒類業を取り巻く環境は、人口減少社会の到来、高齢化等に伴い変化している。

出典：国税庁　統計年報（長期時系列データ）。総務省統計局　人口推計（長期時系列データ・各年次）。厚生労働省　国民栄養調査（平成12年）、国民健康・栄養調査（平成23年）

　　  なお、平成22年度の酒類の消費数量は、東日本大震災の影響により基礎資料が未集計である仙台局における消費数量を昨年の数量と同数として作成している。

酒類業を取り巻く概況

人口の推移 成人人口の推移 人口は減少傾向にある。 
成人人口に占める60歳以上の人口割合は、平成元年の23.3％

から平成24年は39.1％と増加傾向にある。 

週に３日以上飲酒し、飲酒日１日あたり１合以

上を飲酒する者は全体的に低下傾向にある。 飲酒習慣のある者の割合 
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12,808万人 
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酒 類 課 税 数 量 と 課 税 額 の 推 移 

課税数量（左軸） 

「課税額」 

平成9年以降、2兆円を下回っている。また消費者の

低価格志向により税率の低い酒類へシフトし、課税数

量の減少割合よりも課税額の減少割合が大きくなっ

ている。 

課税額（右軸） 

課税数量（左軸） 

「課税額」 

平成9年以降、2兆円を下回っている。また消費者の

低価格志向により税率の低い酒類へシフトし、課税数

量の減少割合よりも課税額の減少割合が大きくなっ

ている。 

課税額（右軸） 

課税数量（左軸） 

「課税額」 

平成9年以降、2兆円を下回っている。また消費者の

低価格志向により税率の低い酒類へシフトし、課税数

量の減少割合よりも課税額の減少割合が大きくなっ

ている。 

課税額（右軸） 

課税数量（左軸） 

「課税額」 

平成９年以降、２兆円を下回っている。また消費者の

低価格志向により税率の低い酒類へシフトし、課税数

量の減少割合よりも課税額の減少割合が大きくなっ

ており、ピーク時（昭和63年度）の約６割まで落ち込ん

でいる。 

課税額（右軸） 

「課税数量」 
平成11年度にピーク（1,017万ＫＬ） 
平成24年度はピーク時の９割以下 
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各酒類の課税数量（構成比率）の推移 

（単位：％） 

（年度） 

その他 

ウイスキー等 

果実酒等 発泡酒 
その他の 

醸造酒等 
リキュール 清酒 ビール 

しょうちゅう 

（連続式・単式） 

消費者の低アルコール・低価格志向もあり、飲まれる酒類のし好は変化している。 
特にビールについては、新ジャンル（その他の醸造酒やリキュール）に移行している状況がみられる。 
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日本産酒類の輸出環境整備に関する国税庁の最近の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．貿易障壁の撤廃・緩和に向けた働きかけ 

○ 東日本大震災後に導入された輸入規制の解除へ向けた働きかけ 

・ 国税庁及び（独）酒類総合研究所が実施した酒類等の放射性物質に係る分析結果並びに（独）酒類総合研究所の研究結果

を科学的な説得材料として活用し、外務省等と連携して各国に働きかけ 

⇒ EU：規制解除（24年 10月） 

ブラジル：福島県産を除く規制解除（24年 12月） 

マレーシア：規制解除（25年 3月） 

ロシア：６都県産酒類に対する輸入停止措置の解除（25年 4月） 

・ 今後も引き続き、輸入規制等の状況に応じ、関係府省との連携により、規制の解除・緩和に向けた働きかけを実施 

○ 米国、ＥＵにおける蒸留酒の容量規制の見直しに向けた働きかけ 
 

１．酒類業界への支援 

○ 酒類業関係団体との意見交換 

○ 酒類製造者等に対する輸出セミナーの開催 

○ 酒類製造者等に対する輸出支援情報の提供 

○ JETROと共同で酒類製造者等向けの輸出ハンドブックを作成 

○ 日本酒造組合中央会における取組についての助言 

・ 日本酒造組合中央会は推進会議を立ち上げ、各種輸出促進方策に取り組んでいる。 
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３．国際イベント等への対応 

○ 各種国際会議等での日本産酒類の提供支援等 

・ ダボス会議ジャパンランチ（スイス；26年１月）に国税庁職員を派遣 

○ 日本産酒類関連イベント等に関する在外公館への協力（講師派遣） 

・ Enjoy Washoku Reception（ロシア；25年４月） 

・ 醸造技術者等に対する日本酒セミナー（ドイツ；25年５月） 

・ 政府関係者等に対する日本酒セミナー（ポルトガル・スペイン；25年７月）     

・ 飲食業界関係者等に対する日本産酒類セミナー（オーストラリア；25年７月）   

○ 主要国際空港における日本産酒類キャンペーンの後援 

○ 海外の酒類教育機関が開催する日本酒講座に対する支援 

（(独)酒類総合研究所において日本酒プログラムを実施；26年１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．関係府省等との連携強化 
 

○ 各地域において、国税局と地方自治体・各省出先機関等を構成員とした輸出 

促進連絡会議を開催 

○ 外務省からの依頼を受け、在外公館へ赴任する大使等を対象とした日本酒に 

関する研修へ、国税庁より講師を派遣 

7



消費税転嫁対策特別措置法に係る処理フロー

情報受付窓口
指導権限のある

転
嫁
拒
否

転
嫁

指導権限のある

○転嫁拒否等事業者所管
主務大臣等（国税庁酒税課）

○公正取引委員会 主

調査・助言又は指導

否
等
さ
れ
た

嫁
拒
否
等
事

申出

○中小企業庁

○消費者庁

情報通知窓口
間経由

指導権限のない

主
務
大
臣
（
国通知

調査・助言又は指導

た
事
業
者
等

事
業
者

措置請求
消

公
正
取 勧

指導拒否
○各府省

○税務署

○総合相談センター

国
税
庁
・
国

通知

等 措置請求 費
者
庁

取
引
委
員
会

調査・勧告
通知先不明等
の連絡・裁定

○総合相談センタ

○都道府県・市町村

○都道府県税務部局

税
局
）

調査開始・処理時の報告、受付件数の報告（月次）／照会
相談対応室

経由

消費税価格転嫁等対策推進室
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○ 酒類業者の自主的な取組を促進するため、平成18年８月に「酒類に関する公正な取引のための指

針」を公表するとともに、取引状況等実態調査を実施

○ 酒類業者の取引に関し独占禁止法に違反する事実があると思料したときは、公正取引委員会に対

しその事実を報告

酒類の公正な取引

・国税庁から公

正取引委員会へ

職員を派遣

・定期的な意見

交換

公正取引委員会連携国 税 庁

取引状況等実態調査

【調査件数 1,991件（24年度）】

独占禁止法に基づく

調査

（酒類市場の現状）

○ 人口減少社会の到来などにより、国内市場の拡大が困難

○ 酒類小売業の多様化により、事業者間で取扱数量や取引価格に格差

酒類に関する公正な取引のための指針
（平成18年８月）

交換

独占禁止法第45条に基づく報告

【報告件数 22件（24年度）】

事 業 者

指針に則した取引を

行うよう指導

１ 合理的な価格の設定

価格は「仕入価格＋販管費＋利潤」となる設定が合理的

２ 取引先等の公正な取扱い

合理的な理由がなく取引価格や取引条件について差別的な

取扱いをすることは、価格形成を歪める一因

３ 公正な取引条件の設定

取引上優越した地位にある者が、自己に有利な要求や不利

益な取扱いをする場合、納入業者の経営悪化及び製造業者の

代金回収に影響

４ 透明かつ合理的なリベート類

透明性及び合理性を欠くリベート類は、廃止していくべき

酒税の確保及び酒類の取引の安定を図るため、すべての酒類業者が

自主的に尊重すべき酒類に関する公正な取引の在り方を提示

排除措置命令、警告、

注意等の措置

9
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酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について 

平成24事務年度分（平成24年７月～平成25年６月） 

 

表１ 平成24事務年度の実施場数等 

 一般調査 フォローアップ調査 合  計 報告件数 

調査場数  1,711 場   280 場  1,991 場   22 件 

 

表２ 一般調査実施場数の推移 

 
平成 20 

事務年度 

平成 21 

事務年度 

平成 22 

事務年度 

平成 23 

事務年度 

平成 24 

事務年度 

調査場数 3,095 2,962 1,888 1,563 1,711 

 

表３ 一般調査の実施状況 

調査対象者 
の業態等 

調 査 
場 数 

 

「指針 のル

ール１～４」

に則し てい

ない取 引が

認めら れた

場数 

「ルール１」 

合理的な価格の設定をして 

いないと認められたもの 
「ルール２」

取引先等

の公正な

取扱いが

行われて

いないと

認められ

たもの 

「ルール３」

公正な取

引条件の

設定がな

されてい

ないと認

められた

もの 

「ルール４」

リベート

類の提供

が透明か

つ合理的

でないと

認められ

たもの 

 

総販 売原価

を下 回る価

格で の販売

が認 められ

たもの 
 
 

仕入価格（製造

原価）を下回る

価格での販売が

認められたもの

小売業者 

 場

1,516

  場 

1,509 

場 

1,509 

場

539

場

15

場

   4

場

  12

卸売業者 130   124  123 49   45 1 41

製造業者 65 59    53    24    41    3   48

合 計  1,711 1,692   1,685     612   101   8   101

（注１）  調査した取引の中に、１取引でも総販売原価を下回る価格での販売等が認められた場合について１

場と数えている。 

（注２）  複数の「指針のルール」に則していない取引が認められた場合には、それぞれの項目に１場として

数えているため、「『指針のルール１～４』に則していない取引が認められた場数」と各項目の合計は一

致しない。 

（注３）  総販売原価とは、仕入価格（製造原価）に販売費・一般管理費等を加えたものをいう。 

 

（注１） 

（注２） （注３） 

（場）

（平成 26 年２月７日公表） 

 

 

 

表４ フォローアップ調査の実施状況 

調査対象者 
の 業 態 等 

 調査(確認) 
場   数 
（ａ） 

指摘事項に改善が 
認められたもの 

指摘事項に改善が 
認められなかったもの 

 
（ｂ） 

割合 
（ｂ/ａ）

 
（ｃ） 

割合 
（ｃ/ａ） 

小売業者 214

場

209  97.7  5   2.3   

卸売業者 45 42  93.3  3   6.7   

製造業者 21 20  95.2  1   4.8   

合 計 280 271  96.8  9   3.2   

 

場 場 ％ ％ 
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地理的表示に関する表示基準 

（平成6年12月28日 国税庁告示第4号） 
 

（定義） 

１ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）「地理的表示」とは、次号又は第３号に掲げる酒類に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該酒類の地理的原産地に主として

帰せられる場合において、当該酒類が世界貿易機関の加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する 

表示をいう。 

（２）「ぶどう酒」とは、酒税法（昭和２８年法律第６号）第三条第十三号及び第十四号に掲げる果実酒及び甘味果実酒のうち、ぶどうを原料とした

酒類をいう。 

（３）「蒸留酒」とは、酒税法第三条第九号、第十号、第十五号、第十六号及び第二十号に掲げる連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、

ウイスキー、ブランデー及びスピリッツをいう。 

（４）「清酒」とは、酒税法第三条第七号に規定する清酒をいう。 

（５）「使用」とは、酒類製造業者又は酒類販売業者が行う行為で、次に掲げる行為をいう。 

イ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付する行為 

ロ 酒類の容器又は酒類の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為 

ハ 酒類に関する広告、定価表又は取引書類に地理的表示を付して展示し、又は頒布する行為 

 

（地理的表示の保護） 

２ ぶどう酒、蒸留酒及び清酒の地理的表示の保護は、次の各号に定めるところによる。 

（１）日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは

蒸留酒の産地を表示する地理的表示のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが 

禁止されている地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用してはならない。 

（２）清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産地以外の地域を産地とする清酒について使用してはならない。 

（３）前各号の規定は、当該酒類の真正の原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳された上で使用される場合若しくは「種類」、「型」、     

「様式」、「模造品」等の表現を伴う場合においても同様とする。 

 

（適用除外） 

３ 次の各号に掲げる場合には、前項の規定は適用しない。 

（１）ぶどう酒又は蒸留酒を特定する世界貿易機関の他の加盟国の特定の地理的表示を、平成６年４月１５日前の少なくとも１０年間又は同日前に  

善意で、当該加盟国の領域内においてぶどう酒又は蒸留酒について継続して使用してきた場合 

（２）原産国において保護されていない若しくは保護が終了した地理的表示又は当該原産国において使用されなくなった地理的表示である場合 
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地理的表示に関する表示基準第２項に規定する国税庁長官が指定する 
ぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地 
（平成 7年 6月 30日 国税庁告示第 6号） 

 

 

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和 28年法律第７号）第 86条の６第１項の規定に基づき定めた

「地理的表示に関する表示基準」（平成６年 12月 28日国税庁告示第４号）第２項に規定する国税庁長官が指定

するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を次のように定める。 

産地を指定する酒類 指定産地名 産地の地域 

果実酒（酒税法（昭和 28年法律第６号）第３条第 13号に規定す

る果実酒のうち、ぶどうを原料とした酒類をいう。） 

山 梨 山梨県 

単式蒸留しょうちゅう（酒税法第３条第 10号に規定する単式蒸留

しょうちゅうをいう。以下同じ。） 

壱 岐 長崎県 壱岐市 

単式蒸留しょうちゅう 球 磨 熊本県 球磨郡 

人吉市 

単式蒸留しょうちゅう 琉 球 沖縄県 

単式蒸留しょうちゅう 薩 摩 鹿児島県（奄美市及び大島

郡を除く。） 

清酒（酒税法第３条第７号に規定する清酒をいう。） 白 山 石川県 白山市 
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平成 25年 12月 24日 

閣 議 決 定  
 

 

独立行政法人改革等に関する基本的な方針（抄） 

 

 

Ⅲ 独立行政法人の組織等の見直し 

 ２．各独立行政法人等について講ずべき措置 

   各法人等について講ずべき措置は、別紙のとおりとする。 

 

（別紙）各法人等について講ずべき措置 

 財務省所管  

【酒類総合研究所】 

 ○ 中期目標管理型の法人とする。 

 ○ 日本産酒類の輸出促進という新たな政策課題に対する取組等の業務の拡充については、中小企業に過大な負担とならないよ

う配慮しつつ、民間による応分の負担を求めるとともに、他の研究機関等との連携を強化する。 

 ○ 東京事務所については、施設の文化財的価値にも配慮した上で、廃止を含め組織・業務の抜本的な見直しを検討する。 
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（１）設 立  平成 13年 4月 1日（明治 37年に大蔵省醸造試験所として創設） 

 
（２）主事務所 広島県東広島市 

     ※「国の行政機関等の移転について｣（昭和 63年 7月 19日閣議決定）を受け平成７年に東京都北区から移転 
 

（３）役職員数（平成 25年 4月 1日現在） 

      43名 
 

（４）目的 

    ○ 酒税の適正かつ公平な賦課の実現 

    ○ 酒類業の健全な発達を図り、あわせて酒類に対する国民の認識を高める 
 

（５）主な業務 

    ○ 酒類の課税判定や品質及び安全性確保のための分析・鑑定 

    ○ 分析・鑑定の理論的な裏付けとなる研究・調査 

    ○ 品質及び製造技術の向上を目的とした品質評価・講習の実施 

    ○ 酒類に関する情報収集・提供 
 

★ 国税庁の任務のうち、高度に技術的な部分を分担 
 

（６）業務の効率化等 

    ○ 独法化により、業務の効率化が進むとともに、分析手法の開発等の業務の充実が進展し、国税

庁の行政運営に貢献 

 

 

(独)酒類総合研究所の概要 

国税庁との密接な連携の下、効果的・効率的に業務を実施し、酒税の適正な賦課等に貢献 
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官民の役割分担を踏まえつつ、酒類総研の有する知見・研究成果等を以下の取組み

に活用する。 
 
《酒類製造者の技術力の維持強化の支援》 
  ○ クールジャパン推進の観点から、日本産酒類の競争力を高めていくためには、酒類製造者の技

術力の更なる強化が必要。 
  ○ 他の研究機関等とも連携しながら、原材料や醸造微生物等に係る研究成果等自らが有するノウ

ハウを地方や民間等の醸造現場へ活用していくことを支援。 
   ・ 地域ブランド確立のための地域の特性を生かした酒造りの支援 

   ・ 輸出促進に資する日本酒の長期保存等に対応できる品質保持の研究 

   ・ 研究成果や先端技術の醸造現場への普及事業 等 
 
《酒類の品質確保の支援》 
  ○ クールジャパン推進の観点から、日本産酒類の競争力を高めていくためには、公的機関による

酒類の品質の確保が必要不可欠。 
   ・ 鑑評会において輸出促進の観点から審査項目を追加 

   ・ 鑑評会のノウハウを活用し品質評価を個別に依頼を受け実施することを検討 
 
《酒類の専門知識等の内外への普及・啓発》 
  ○ 日本産酒類の魅力を広め、内外の需要を振興していくためには、日本産酒類の正しい知識の内

外への普及・啓発を図っていく必要。 
   ・ 海外の酒類教育機関への協力 

   ・ 国際イベント等への専門家の派遣 

酒類業の健全な発達に資する業務の強化(クールジャパン等振興策) 
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